
 

 
 
 
 
 
 
 

年金記録訂正請求に係る答申について 
関東信越地方年金記録訂正審議会 

（茨城県、栃木県、群馬県、埼玉県、新潟県、長野県、山梨県担当部会） 

平成 28 年６月 23 日答申分 

 

 

  ○答申の概要 

    （１）年金記録の訂正の必要があるとするもの    １件 

         厚生年金保険関係      １件 

    （２）年金記録の訂正を不要としたもの         ３件 

         国 民 年 金 関 係      ２件 

         厚生年金保険関係      １件 

 

 



厚生局受付番号 ： 関東信越（受）第 1500824 号 

厚生局事案番号 ： 関東信越（厚）第 1600007 号 

 

第１ 結論 

請求者のＡ社における別表１の第１欄に掲げる請求期間①から⑫までに係る標準賞与額に

ついては、それぞれ別表１の第２欄に掲げる標準賞与額に訂正することが必要である。 

別表１の第１欄に掲げる請求期間①から⑫までに係る標準賞与額については、厚生年金保険

の保険給付及び保険料の納付の特例等に関する法律（以下「厚生年金特例法」という。）第１

条第５項の規定により、保険給付の計算の基礎となる標準賞与額としてそれぞれ記録すること

が必要である。 

事業主が請求者に係る別表１の第１欄に掲げる請求期間①から⑫までに係る標準賞与額に

基づく厚生年金保険料を納付する義務を履行したか否かについては、明らかでないと認められ

る。 

 

第２ 請求の要旨等 

１ 請求者の氏名等 

 氏 名 ： 男 

 基礎年金番号 ：  

 生 年 月 日 ： 昭和 33年生 

 住 所 ：  

 

２ 請求内容の要旨 

 請 求 期 間 ： ① 平成 17 年４月 10日 

          ② 平成 17年８月 10 日 

          ③ 平成 17年 12 月 10 日 

          ④ 平成 18年４月 10 日 

          ⑤ 平成 18年８月 10 日 

          ⑥ 平成 18年 12 月 10 日 

          ⑦ 平成 19年４月 10 日 

          ⑧ 平成 19年８月 10 日 

          ⑨ 平成 19年 12 月 10 日 

          ⑩ 平成 20年４月 10 日 

          ⑪ 平成 20年８月 10 日 

          ⑫ 平成 20年 12 月 10 日 

Ａ社に勤務していた期間に支給された賞与のうち、請求期間の計 12 回分の賞与の年金記録

が漏れている。調査の上、賞与を記録し、年金額に反映してほしい。 

 

第３ 判断の理由 



Ａ社が加入していたＢ厚生年金基金から提出された請求者に係る「厚生年金基金加入員賞与

標準給与支払届」及び「賞与異動記録」により、請求者は、同社から別表１の第１欄に掲げる

請求期間①から⑫までに係る賞与の支給を受けていたことが確認できる。 

また、Ｃ市から提出された請求者に係る平成 21 年度の給与支払報告書により、請求者は、

別表１の第１欄に掲げる請求期間のうち⑩から⑫までに係る厚生年金保険料をそれぞれ事業

主により賞与から控除されていたことが推認できる。 

さらに、請求者と同職種であった同僚から提出された別表１の第１欄に掲げる請求期間①か

ら⑫までに係る賞与明細書により、別表１の第１欄に掲げる請求期間のうち①、②、⑥、⑦、

⑧、⑪及び⑫に係る賞与については、賞与額に見合った厚生年金保険料がそれぞれ控除されて

いることが推認できる。 

そして、別表１の第１欄に掲げる請求期間のうち③、④及び⑤に係る賞与については、当時

の厚生年金基金掛金の料率（加入員負担は別表１の第１欄に掲げる請求期間のうち③は

46/1000、別表１の第１欄に掲げる請求期間のうち④及び⑤は 43/1000）と厚生年金保険料率（別

表１の第１欄に掲げる請求期間のうち③、④及び⑤の個人負担分は 47.44/1000）の合計ではな

く、厚生年金基金に未加入の事業所の当時の厚生年金保険料率（個人負担分は 71.44/1000）に

より算出された厚生年金保険料が控除されていることが推認でき、別表１の第１欄に掲げる請

求期間のうち⑨に係る賞与については、当時の厚生年金基金掛金の料率（加入員負担は 43/1000）

と厚生年金保険料率（個人負担分は 50.98/1000）の合計ではなく、厚生年金保険料について平

成 18 年９月改正の保険料率から免除率を控除した率（49.21/1000）で算出された金額が控除

されていることが推認でき、別表１の第１欄に掲げる請求期間のうち⑩に係る賞与については、

当時の厚生年金基金掛金の料率（加入員負担は 39/1000）と厚生年金保険料（個人負担分は

50.98/1000）の合計ではなく、厚生年金基金掛金については平成 18 年４月改正の掛金の料率

（加入員負担は 43/1000）で、厚生年金保険料については平成 18年９月改正の保険料率から免

除率を控除した率（49.21/1000）でそれぞれ算出された金額の合計が控除されていることが推

認できる。 

一方、厚生年金特例法に基づき標準賞与額を決定し、これに基づき記録の訂正及び保険給付

が行われるのは、事業主が源泉控除していたと認められる厚生年金保険料額又は請求者の賞与

額のそれぞれに見合う標準賞与額の範囲内であることから、これらの標準賞与額のいずれか低

い方の額を認定することとなる。 

したがって、別表１の第１欄に掲げる請求期間①から⑫までに係る標準賞与額については、

上記「厚生年金基金加入員賞与標準給与支払届」及び「賞与異動記録」並びに上記同僚の当該

期間に係る賞与明細書を基に算出した賞与額又は保険料控除額から、それぞれ別表１の第２欄

に掲げる標準賞与額のとおりとすることが必要である。 

なお、事業主が請求者の別表１の第１欄に掲げる請求期間①から⑫までに係る厚生年金保険

料を納付する義務を履行したか否かについては、当時の事業主からは、上記請求期間①から⑫

までに係る請求者の届出や保険料納付について、回答が得られず、これを確認できる関連資料

及び周辺事情はないことから、明らかでないと判断せざるを得ない。 

また、政府の当該保険料を徴収する権利が時効により消滅する前に、事業主が請求どおりの



厚生年金保険被保険者の賞与額に係る届出を社会保険事務所（当時）に対して行ったか否かに

ついては、これを確認できる関連資料及び周辺事情がないことから、行ったとは認められない。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



別表１ 

第１欄 第２欄 

請求期間 標準賞与額 

① 平成 17 年４月 10 日 31 万 1,000 円 

② 平成 17 年８月 10 日 23 万 6,000 円 

③ 平成 17年 12 月 10 日 26 万円 

④ 平成 18 年４月 10 日 28 万円 

⑤ 平成 18 年８月 10 日 28 万 8,000 円 

⑥ 平成 18年 12 月 10 日 28 万 8,000 円 

⑦ 平成 19 年４月 10 日 26 万 6,000 円 

⑧ 平成 19 年８月 10 日 25 万 7,000 円 

⑨ 平成 19年 12 月 10 日 28 万円 

⑩ 平成 20 年４月 10 日 27 万 4,000 円 

⑪ 平成 20 年８月 10 日 26 万 8,000 円 

⑫ 平成 20年 12 月 10 日 21 万 1,000 円 

 



厚生局受付番号 ： 関東信越（受）第 1501043 号 

厚生局事案番号 ： 関東信越（国）第 1600015 号 

 

第１ 結論 

平成 10 年３月の請求期間については、国民年金保険料を納付した期間に訂正することを認

めることはできない。 

 

第２ 請求の要旨等 

１ 請求者の氏名等 

 氏 名 ： 男 

 基礎年金番号 ：  

 生 年 月 日 ： 昭和 43年生 

 住 所 ：  

 

２ 請求内容の要旨 

 請 求 期 間 ： 平成 10年３月 

   私が会社を退職した平成 10 年１月頃に、妻がＡ市役所で私と妻の国民年金の加入手続を行

い、妻が夫婦二人分の国民年金保険料を納付していたが、請求期間に係る私の保険料だけが未

納となっている。請求期間の保険料を納付したことを示す関連資料等はないが、妻が自身の分

だけを納付しているのは考えにくく、仮に未納だったとしても、納付の督促状（未納のお知ら

せ）が来ていれば納めているはずなので、調査の上、記録を訂正してほしい。 

 

第３ 判断の理由 

   請求者は、「私が会社を退職した平成 10年１月頃に、妻がＡ市役所で私と妻の国民年金の加

入手続を行い、妻が夫婦二人分の保険料を納付していた。」と主張している。 

しかしながら、保険料納付を行ったとする妻は、納付したとする国民年金保険料の納付時期、

納付金額及び納付場所についての具体的な記憶がなく、請求者も請求期間に係る保険料の納付

に直接関与していないため、当時の納付状況が不明である。 

   また、請求者は「仮に未納だった場合、督促状（未納のお知らせ）が来ていれば知らないふ

りは出来ない。」と主張しているが、日本年金機構Ｂ事務センターは、請求者の請求期間に係

る未納の案内を行っていたか否かについて、当時の資料が保管されていないため不明と回答し

ている。 

さらに、請求期間は基礎年金番号が導入された平成９年１月以降の期間であり、この時期は

年金記録における事務処理の機械化が一層促進され、記録管理の強化が図られていた時期であ

ることを踏まえると、請求期間に係る年金記録の過誤は考え難い。 

加えて、請求者が、請求期間に係る国民年金保険料を納付していたことを示す関連資料（家

計簿、確定申告書等）はなく、ほかに請求期間について、請求者の保険料が納付されていたこ

とをうかがわせる事情も見当たらない。 



 

これら請求内容及びこれまで収集した関連資料、周辺事情を総合的に判断すると、請求者が

請求期間に係る国民年金保険料を納付していたものと認めることはできない。 

 

 



厚生局受付番号 ： 関東信越（受）第 1600155 号 

厚生局事案番号 ： 関東信越（国）第 1600014 号 

 

第１ 結論 

昭和 63年 1 月から平成元年 12 月までの期間については、国民年金保険料を納付した期間に

訂正することを認めることはできない。 

 

第２ 請求の要旨等 

１ 請求者の氏名等 

 氏 名 ： 男 

 基礎年金番号 ：  

 生 年 月 日 ： 昭和 37年生 

 住 所 ：  

 

２ 請求内容の要旨 

 請 求 期 間 ： 昭和 63年１月から平成元年 12月まで 

  平成２年１月 10 日にアルバイト先であるＡ事業所から給料がＢ銀行Ｃ支店の総合口座 

に 17 万 9,190 円入金された。同日に同口座から 18 万 7,000 円を引き出し、Ｃ駅近くの社会 

保険事務所（当時）に赴き、請求期間に係る２年分の国民年金保険料を納付した。納付した額 

は 18 万 6,001 円から 18万 7,999 円までの範囲であったはずである。関連資料として当該総合 

口座通帳の写しを提出するので、請求期間の記録を未納から納付に訂正してほしい。 

 

第３ 判断の理由 

請求者は、平成２年１月 10 日にＢ銀行Ｃ支店の総合口座から 18 万 7,000 円を引き出して、

Ｃ駅近くの社会保険事務所に赴いて請求期間に係る２年分の国民年金保険料を納付したと主

張している。 

しかしながら、日本年金機構Ｄ事務センター（以下「事務センター」という。）は、平成２

年１月 10 日時点において、Ｃ市を管轄していたのはＥ社会保険事務所であり、Ｃ市内に社会

保険事務所が設置されたことはないと回答している。 

なお、事務センターから提出された資料によると、Ｅ社会保険事務所が管理するＣ年金相談

サービスセンターがＣ駅近くに設置されたのは、平成＊年＊月＊日であることが確認できる。 

また、請求者から提出された年金手帳の写しによると、国民年金記号番号の右側に「Ｆ社保」

の印が確認でき、「はじめて被保険者となった日」は昭和 61 年７月 27 日と記載されていると

ころ、オンライン記録によると、当該被保険者資格取得年月日に係るデータ入力の処理日は平

成４年５月 25 日となっていることから、請求者の年金手帳に記載されている国民年金記号番

号は、平成４年５月頃に払い出されたと推認できる。このことから、請求者が請求期間の国民

年金保険料を納付したとしている平成２年１月 10 日の時点では、請求者は国民年金の加入手

続を行っておらず、請求期間に係る保険料を納付することはできない。 



 

さらに、社会保険オンラインシステムの氏名検索により調査したが、請求者に別の国民年金

記号番号が払い出された形跡は見当たらない。 

このほか、請求期間に係る国民年金保険料を納付したことを示す関連資料（家計簿、確定申

告書等）はなく、ほかに請求期間に係る保険料を納付していたことをうかがわせる事情も見当

たらない。 

   これら請求内容及びこれまで収集した関連資料、周辺事情を総合的に判断すると、請求者が

請求期間に係る国民年金保険料を納付していたものと認めることはできない。 



厚生局受付番号 ： 関東信越（受）第 1500916 号 

厚生局事案番号 ： 関東信越（厚）第 1600057 号 

 

第１ 結論 

請求期間①について、請求者のＡ社における厚生年金保険被保険者資格の取得年月日及び喪

失年月日の訂正を認めることはできない。 

請求期間②について、請求者のＢ社における厚生年金保険被保険者資格の取得年月日及び喪

失年月日の訂正を認めることはできない。 

請求期間③について、請求者のＣ社における厚生年金保険被保険者資格の取得年月日及び喪

失年月日の訂正を認めることはできない。 

請求期間④について、請求者のＤ社（後の、Ｅ社）における厚生年金保険被保険者資格の取

得年月日及び喪失年月日の訂正を認めることはできない。 

 

第２ 請求の要旨等 

１ 請求者の氏名等 

氏 名 ： 男 

基礎年金番号 ：  

生 年 月 日 ： 昭和 20 年生 

住 所 ：  

 

２ 請求内容の要旨 

請 求 期 間 ： ① 昭和 43 年４月から昭和 52 年８月まで 

② 昭和 60 年７月から平成 元年２月まで 

③ 平成元年12 月から平成２年３月まで 

④ 平成２年５月から平成６年 10 月まで 

請求期間①について、Ｆ県Ｇ町（現在は、Ｇ市）に所在し、自ら代表取締役を務めていたＡ

社において運転業務等に携わっていたが、厚生年金保険の被保険者記録がない。 

請求期間②について、Ｈ県Ｉ市に所在していたＢ社において不動産営業、飲食業等に携わっ

ていたが、厚生年金保険の被保険者記録がない。 

請求期間③について、Ｈ県Ｉ市に所在していたＣ社において建築建材や工芸品の営業に携わ

っていたが、厚生年金保険の被保険者記録がない。 

請求期間④について、平成元年２月 13 日から同年 10 月１日までの期間において、Ｄ社に勤

務し厚生年金保険に加入していたが、請求期間④についても、同社において現場管理業務に携

わっていたにも関わらず、厚生年金保険の被保険者記録がない。 

請求期間①から④までにおいて、勤務の事実を確認できる資料及び保険料控除等の事実が確

認できる資料は所持していないが、これらの請求期間について厚生年金保険被保険者期間とし

て認め、記録を訂正してほしい。 

 



 

第３ 判断の理由 

 １ 請求期間①について、商業登記簿謄本によると、Ａ社は、請求者の主張のとおりＦ県Ｇ町に

所在していたことが確認できる。 

   しかしながら、Ａ社については、オンライン記録及び事業所検索システムにより調査した結

果、厚生年金保険の適用事業所としての記録は確認できない。 

また、請求者は、請求期間①のうち、昭和 43年４月からＡ社の会社成立日（昭和 51 年５月

６日）までの期間についても、同社に勤務していた旨主張しているが、請求者の勤務の事実を

確認できる資料は、請求者自身が代表取締役として記載されている商業登記簿謄本のみである

ことから、請求者の当該主張を裏付けることができない。 

   さらに、請求者は、請求期間①当時の従業員の氏名を記憶していない旨陳述している上、商

業登記簿謄本により確認できる役員とは連絡が取れない旨陳述していることなどから、請求期

間①におけるＡ社の厚生年金保険の適用状況、請求者の勤務実態等について確認することがで

きない。 

加えて、請求者は、Ａ社に係る社会保険関係を含む全ての届出関係事務及び経理事務を２名

の社会保険労務士へ委託していた旨陳述しているが、一方の者は既に死亡し、他方の者につい

ては氏名等の詳細が不明である旨陳述していることから、請求者の請求内容どおりの厚生年金

保険被保険者資格取得に係る届出の有無及び厚生年金保険料の給与からの控除について確認

することができない。 

なお、請求者は、請求期間①において国民年金に加入し、国民年金保険料を納付しているこ

とがオンライン記録により確認できる。 

このほか、請求者の請求期間①における厚生年金保険料の控除について確認できる関連資料

及び周辺事情はない。 

これらの事実及びこれまでに収集した関連資料等を総合的に判断すると、請求者が厚生年金

保険被保険者として請求期間①に係る厚生年金保険料を事業主により給与から控除されてい

たことを認めることはできない。 

 

 ２ 請求期間②について、商業登記簿謄本によると、Ｂ社は、請求期間②より後日の会社成立で

はあるが、請求者の主張のとおりＨ県Ｉ市に所在していたことが確認できる。 

しかしながら、Ｂ社については、オンライン記録及び事業所検索システムにより調査した結

果、厚生年金保険の適用事業所としての記録は確認できない。 

また、請求者は、Ｂ社における勤務の事実を確認できる資料等を所持しておらず、事業主及

び同僚の氏名を記憶していない旨陳述している上、商業登記簿謄本により確認できる役員の連

絡先は不明であることなどから、請求期間②における請求者の勤務状況、同社の厚生年金保険

の適用状況及び請求内容どおりの厚生年金保険被保険者資格取得に係る届出の有無について

確認することができない。 

さらに、請求者は、厚生年金保険料の控除について確認できる給与明細書等の資料を所持し

ておらず、前述のとおり、Ｂ社の事業主等に照会を行うことができないことなどから、請求者

の請求期間②における厚生年金保険料の給与からの控除について確認することができない。 



 

なお、請求者に係る雇用保険被保険者記録を照会したところ、請求期間②と同時期の昭和 60

年８月３日から平成元年４月１日まで、Ｂ社とは別の事業所に係る被保険者記録が確認できる。 

このほか、請求者の請求期間②における厚生年金保険料の控除について確認できる関連資料

及び周辺事情はない。 

これらの事実及びこれまでに収集した関連資料等を総合的に判断すると、請求者が厚生年金

保険被保険者として請求期間②に係る厚生年金保険料を事業主により給与から控除されてい

たことを認めることはできない。 

 

３ 請求期間③について、Ｈ法務局へＣ社に係る商業登記簿謄本の照会を行ったところ、同法務

局は、Ｈ県Ｉ市内に同社の法人登記は確認できないが、同市内において「Ｊ社」という商号の

法人登記（ただし、会社成立日は当該期間より後日である。）が確認できる旨回答している。 

また、請求者は、請求期間③当時に勤務していた会社名について、記憶が定かではないが、

「Ｋ」という名称が付いていたかもしれない旨陳述していることなどから、請求期間③に係る

請求対象事業所は、Ｊ社であるものと考えられる。 

しかしながら、Ｊ社は、オンライン記録及び事業所検索システムにより調査した結果、厚生

年金保険の適用事業所としての記録は確認できず、Ｃ社についても同様に調査した結果、厚生

年金保険の適用事業所としての記録は確認できない。 

また、請求者は、Ｃ社又はＪ社における勤務の事実を確認できる資料等を所持していない上、

事業主及び同僚の氏名を記憶していない旨陳述していることから、商業登記簿謄本により確認

できるＪ社の代表取締役へ文書照会を行ったが、当該文書は宛所に尋ねなく返戻されたため、

請求期間③における請求者の勤務状況、同社の厚生年金保険の適用状況及び請求内容どおりの

厚生年金保険被保険者資格取得に係る届出の有無について確認できない。 

さらに、請求者は、厚生年金保険料の控除について確認できる給与明細書等の資料を所持し

ておらず、前述のとおり、Ｃ社又はＪ社の事業主に照会を行うことができないことから、請求

者の請求期間③における厚生年金保険料の給与からの控除について確認することができない。 

加えて、請求者に係る雇用保険被保険者記録を照会したが、Ｃ社又はＪ社に係る被保険者記

録は確認できない。 

このほか、請求者の請求期間③における厚生年金保険料の控除について確認できる関連資料

及び周辺事情はない。 

これらの事実及びこれまでに収集した関連資料等を総合的に判断すると、請求者が厚生年金

保険被保険者として請求期間③に係る厚生年金保険料を事業主により給与から控除されてい

たことを認めることはできない。 

 

 ４ 請求期間④について、オンライン記録によると、Ｄ社は、平成元年２月 13 日から平成 12年

１月 26 日までの期間において厚生年金保険の適用事業所であり、請求者は、請求期間④より

前の平成元年２月13日から同年10月１日まで同社において厚生年金保険の被保険者であった

ことが確認できる。 

しかしながら、請求者は、請求期間④における勤務の事実を確認できる資料を所持していな



 

いことから、Ｄ社の元事業主及び複数の同僚に照会したところ、元事業主は、請求者が当該期

間当時に同社に勤務していたかは不明である旨回答しているほか、回答のあった同僚は、自身

が入社した平成３年５月当時には、請求者は同社に在籍していなかった旨陳述していることか

ら、請求者の請求期間④当時における具体的な勤務状況等については確認できない。 

また、請求者は、厚生年金保険料の控除について確認できる給与明細書等の資料を所持して

おらず、Ｄ社は既に厚生年金保険の適用事業所ではなくなっており、元事業主は、関係資料を

保管していない旨回答していることから、請求内容どおりの厚生年金保険被保険者資格取得に

係る届出の有無及び厚生年金保険料の給与からの控除について確認することができない。 

さらに、請求者に係る雇用保険被保険者記録を照会したが、Ｄ社に係る被保険者記録は確認

できず、オンライン記録では、請求期間④に係る同社の健康保険の整理番号に欠番はないこと

から、請求者の記録が欠落したとは考え難い。 

このほか、請求者の請求期間④における厚生年金保険料の控除について確認できる関連資料

及び周辺事情はない。 

これらの事実及びこれまでに収集した関連資料等を総合的に判断すると、請求者が厚生年金

保険被保険者として請求期間④に係る厚生年金保険料を事業主により給与から控除されてい

たことを認めることはできない。 

 


